
サービスご紹介
～残業問題対策～

O どんなとき？

Ｑ 残業代の請求が起こらない管理をしたい

Ｑ 慢性的なサービス残業がありリスクを感じている

Ｑ ３６協定の遵守など労務管理をきちんと行いたい

O どんなサービス？

Ａ 就業規則、賃金規程等の整備・改定

３６協定ほか労使協定、書式整備

給与体系・賃金表見直し 等

O 標準料金は？
４２０，０００円（税別）～

※月２回訪問、全３カ月の場合

R1.冬

初回相談
無料

■□■お問い合せ先■□■
〒460-0003
名古屋市中区錦1-20-25

広小路ＹＭＤビル１０F
中京社会保険労務士法人
電話：052-265-7578 
http://chukyo-sr.jp/


